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桜川第二ポンプ場の器物損壊事案について【報告】 

 

１ 発見日時  令和８年５月２５日（月）午前１１時頃 

２ 被害場所  桜川第二ポンプ場（青森市桜川五丁目２１番９号）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 経緯 

５月２２日(金)午後３時３０分頃 職員が施設の整備作業後、異常がないことを確認 

５月２５日(月)午前１１時頃 

職員が施設の巡回時、地下タンク油量計、水道メータ

ーボックス蓋、カラーコーンが破損していることを発

見し、蜆貝ポンプ場へ一報 

同日 午前１１時３０分頃 

蜆貝ポンプ場長他職員が桜川第二ポンプ場の被害状況

を確認し、人為的な被害と判断、0：30頃に青森警察

署へ通報 

同日 午後１時３０分頃 青森警察署が現場確認（蜆貝ポンプ場職員立会い） 

同日  被害届を青森警察署に提出、受理 

 

 

４ 被害状況 

    ○ 地下タンク油量計の破損（電源スイッチ等、デジタル表示部） 

       ※ 油量計＝非常用発電機用の重油貯蔵地下タンクの油量を表示する設備 

    ○ 水道メーターボックス蓋の破損 

   ○ 駐車禁止用カラーコーン１本の破損 

   ＊ 概算被害額 約 70 万円 

 

被 害 場 所 
(桜川第二ポンプ場) 桜川福祉館 

(建替中) 
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桜川第二ポンプ場被害箇所 

黄枠：油量のデジタル表示部の破損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 今後の対応  

 今回の事案によって、桜川第二ポンプ場の運転には直接影響がないものの、今後被害

のあった設備の修繕を行うこととしており、それまでの間、周囲に立入禁止のロープを

設置し、迷惑行為防止の看板を掲示することとした。 

青森警察署に当該施設周辺の巡回を強化していただくよう依頼した。 

地下タンク油量計 

水道メーターボックス 
カラーコーン 

地下タンク油量計（外観） 

黄枠：電源スイッチ等の破損状況 

地下タンク油量計（内部） 

水道メーターボックス蓋の破損状況 駐車禁止用カラーコーンの破損状況 
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